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​足利市国民健康保険特定保健指導業務委託　仕様書　​

​１　業務名​

​　　足利市国民健康保険特定保健指導業務委託（複数単価契約）​

​２　委託の目的​

​　足利市では、第3期データヘルス計画において、国民健康保険被保険者特定保健指導実施率の最終年​

​度目標を60%としており、令和８（2026）年度の特定保健指導実施率は46.2％としている。​

​　令和６（2024）年度法定報告において30.0％であり、目標値に達するためには実施率向上の取組が​

​必要である。保健指導を受ける際の利便性の向上による実施率増加、効果的な保健指導の実施による被​

​保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。​

​３　業務概要​

​　　令和８（2026）年度特定健康診査受診者のうち、特定保健指導区分（階層化判定）の結果、積極的支​

​援又は動機付け支援に該当した者（足利市国民健康保険の資格を喪失した者は除く）に対して初回面接及​

​び実績評価に必要な支援を行う。集団健診受診者の結果説明会会場における個別相談（対面）及び個別​

​健診受診者、結果説明会未参加者に個別相談（訪問又はオンライン面接）を行う。​

​４　委託期間​

​　　契約締結後～令和９（2027）年3月31日​

​　上記期間内に実施した特定健康診査の結果に基づく指導を行う対象者に限り、当該指導の終了（実績​

​評価終了のみならず、脱落や資格喪失による途中終了も含む。）する日までとする。​

​５　業務履行場所​

​　（１）集団健診結果説明会会場における個別相談（対面）　足利市保健センター2階​

​　（２）個別相談（訪問又はオンライン面接）　対象者の指定する場所及びオンラインによる面接​

​６　実施予定者数​

​　（１）集団健診結果説明会における個別相談（対面）　積極的支援　30名​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              動機付け支援　100名　　　​

​　1日当たり１～１２名を予定しており、日時ごとの予定者数は別表１のとおりとする。​

​　（２）個別相談（訪問又はオンライン面接）　訪問　積極的支援　10名　動機付け支援　40名​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　オンライン面接　積極的支援　5名　動機付け支援　10名​

​　なお、対象者は市が決定する。​

​　上記は予定者数であり、申込状況によっては増減する可能性がある。​

​　​

​　（参考：令和７（2025）年度実施人数）​

​　​ ​積極的支援​ ​動機付け支援​ ​計​

​集団健診受診者実施者数（人）​ ​29​ ​93​ ​122​

​個別健診受診者の実施者数（人）​ ​13​ ​36​ ​49​

​７　業務内容​

​　​ ​　​​高​​齢​​者​​の​​医​​療​​の​​確​​保​​に​​関​​す​​る​​法​​律​​に​​基​​づ​​き、​​厚​​生​​労​​働​​大​​臣​​が​​定​​め​​る​​「標​​準​​的​​な​​健​​診・​​保​​健​​指​​導​​プ​​ロ​​グ​​ラ​​ム​

​　　令和６年度版」及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4.1版）」に沿った特定​

​保健指導を実施する。事業の実施にあたっては市と充分協議をする。​

​　（１） 特定保健指導の利用勧奨​

​　  特定保健指導の利用勧奨については、市が実施する。​

​　（２） 特定保健指導実施日時​

​　　集団健診結果説明会（対面）は別表１のとおりとする。​



​　　個別相談（訪問又はオンライン面接）は受託者は対象者の利便性に配慮し、利用しやすいよう平日の他​

​　　に夜間・土日・祝日の日時設定を行う。　　　​

​　（３） 予約受付等​

​　　①予約受付は市で行い、利用にあたって必要な事項を案内する。​

​　　②市は対象者から予約を受け付けた後、受託者に連絡をする。　　​

​　　③集団健診結果説明会（対面）は市が対象者と面談時間の調整を行う。​

​　　④個別相談（訪問又はオンライン面接）は受託者は市から連絡を受けた後、対象者と面談日、実施方法​

​　　の調整を行う。　　​

​　（４） 特定保健指導の実施​

​　　集団健診結果説明会（対面）足利市保健センターで実施する。​

​　　個別健診受診者、結果説明会未参加者に行う個別相談は対面（訪問又はオンライン面接）による特定保​

​　　健指導を実施する。対象者の希望に応じ、訪問又はオンライン面接のいずれかを選択できるものとす　​

​　　る。　 　​

​　 ①初回面接​

​　　　ア　初回面接は、１人２０分以上の個別支援とする。​

​　　　イ　メタボリックシンドロームや生活習慣病と特定健康診査の結果の関係について説明を行う。　　​

​　　　ウ　行動目標の立案は、栄養・身体活動・休養習慣・喫煙習慣・その他の生活習慣等について、具体的​

​で実践可能なものを対象者本人と立案する。​

​　　　エ　行動目標を達成するために必要な支援を行う。​

​　　　オ　特定保健指導支援計画を作成する。​

​②継続支援（積極的支援）​

​　　　ア　国の基準に基づき、初回面接から対象者の状況に合わせ、３か月～６か月の支援を行う。​

​　　　イ　期間内にアウトカム評価とプロセス評価を合計し、１８０ポイント以上の支援を実施するとともに実績​

​評価を行う。​

​　　　ウ　支援方法は、対象者の希望や利便性に配慮し、面接、通信（電子メール、電話、FAX、手紙、アプリ​

​　　　　ケーション等）を利用して実施する。継続的な支援のポイント構成は、下記の表のとおりとする。　​

​　​
​　​ ​　　　　　　​
​　​ ​　​

​　　　＊当該年度の健診時の体重の値に、0.024を乗じた体重（ｋｇ）以上かつ同体重と同じ値の腹囲（ｃｍ）​

​　　　　以上減少している場合　​
​③実績評価​

​　　ア　動機付け支援は初回面接実施後から３か月経過後、積極的支援はアウトカム評価とプロセス評価​

​ア​

​ウ​

​ト​

​カ​

​ム​

​評​

​価​

​腹囲2.0㎝以上かつ​

​体重2.0kg以上減少＊​
​180P​

​腹囲1.0㎝以上かつ​

​体重1.0kg以上減少​
​20P​

​食習慣の改善​ ​20P​

​運動習慣の改善​ ​20P​

​喫煙習慣の改善（禁煙）​ ​３0P​

​休養習慣の改善​ ​20P​

​その他の生活習慣の改善​ ​20P​

​プ​

​ロ​

​セ​

​ス​

​評​

​価​

​支​

​援​

​種​

​別​

​個別支援​ ​支援１回当たり70P　（１回当たり最低10分間以上）​

​電話​ ​支援１回当たり30P（１回当たり最低5分間以上）​

​電子メール等​

​１往復30P​

​１往復＝特定保健指導実施者と積極的支援対象者の​

​間で支援に必要な情報の共有を図ることにより支援を​

​完了したと当該特定保健指導実施者が判断するまで、​

​電子メール等を通じて支援に必要な情報のやりとりを​

​行うことをいう。​



​を合計し、１８０ポイント以上の支援を実施するとともに実績評価を行う。​

​　　イ　支援方法は面接又は通信等（電子メール、電話、FAX、手紙、アプリケーション等）を利用して実施​

​する。通信等を利用する場合は、保健指導受託機関と対象者との双方向のやりとりを行い、評価に必​

​　　　要な情報を得るものとする。​

​　（５） 保健指導中断者等への勧奨及び報告​

​　　 実施予定日に利用がなく、代替日の設定がない、あるいは代替日も欠席する等の状況で、電話や手​

​紙で３回以上の督促（電話の場合は、曜日・時間帯を変えて実施）を行っても対象者に連絡が取れない​

​場合は、その記録をもって終了とする。その際は、最終年月日、評価の実施者、確認方法、確認回数等実​

​施内容を「特定保健指導支援計画及び実施報告書」に記録し市へ提出する。​

​８　　資格確認等​

​　（１）　資格確認​

​　　特定保健指導の実施に当たっては、マイナ保険証または資格確認書、マイナポータルの資格情報画面　​

​　　の提示等で足利市国民健康保険の加入者であることを確認する。​

​　（２） 国保資格を喪失した場合の取扱い​

​　　特定保健指導の途中で国保の資格を喪失したことが明らかになった場合は、その時点で特定保健指​

​導を終了する。受託者において資格喪失を把握した場合には、速やかに市へ連絡する。​

​　　市が資格喪失を把握した場合には受託者に中止の連絡をする。​

​９　対象者に係る健診結果等のデータ​

​　（１） 対象者データの提供​

​　　①市は対象者から予約を受け付けた後、受託者に対象者の氏名、電話番号を連絡する。​

​　　②対象者が持参する健診結果を用いて特定保健指導を実施すること。ただし対象者の健診結果データ​

​　が必要な場合は受託者に提供する。​

​　　③対象者の健診結果データは紙媒体とし、データの受け渡しについては市と協議する。​

​　　④データの内容は、氏名、カナ、生年月日、性別の他特定健康診査のデータ項目（身長、体重、BMI、腹​

​　囲、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール、空腹時血糖、HbA１​

​　c【NGSP値】、AST、ALT、γ‐GT、血清クレアチ二ン、eGFR、喫煙歴）を提供する。​

​　（２）データの返却​

​　　使用したデータは、実績評価終了後に市へ返却する。​

​１０　報告​

​　（１） 初回面接終了時と実績評価終了時に受託者が作成する「特定保健指導支援計画及び実施報告書」​

​を紙媒体又は電子データ（CD-R）で提出する。具体的な様式については「標準的な健診・保健指導プロ​

​グラム令和６年度版第２編別紙７－２保健指導情報」が含まれたものとする。​

​　（２） 初回の面接終了後と３か月後の評価を実施後、実施した日の翌月１０日までに市に提出する。また、​

​市からの資料提出や調査等の求めがあった際は、速やかに協力する。​

​　（３） 実績評価終了後の特定保健指導の記録は市が保管することとし、受託者での記録の保管は行わな​

​　 い。​

​１１　委託料​

​　​​　​ ​委​​託​​料​​の​​支​​払​​い​​は​​１​​人​​当​​た​​り​​の​​単​​価​​契​​約​​と​​す​​る​​こ​​と​​と​​し、​​動​​機​​付​​け​​支​​援、​​積​​極​​的​​支​​援​​の​​委​​託​​料​​単​​価​​に​​　​

​　は、それに係る人件費、旅費、通信運搬費、機器等業務に関して発生する費用を含むものとする。​

​１２　請求​

​　（１） 受託者は、翌月１０日までに「特定保健指導支援計画及び実施報告書」と請求書を市へ提出する。​

​　（２） 請求書には、請求金額の他、品名毎の単価、件数を必ず記載する。　　​

​１３　支払​

​　​​（１）​ ​市​​は​​受​​託​​者​​か​​ら​​の​​請​​求​​内​​容​​を​​確​​認​​し、​​当​​該​​請​​求​​に​​係​​る​​標​​準​​記​​録​​様​​式​​を​​受​​理​​し​​た​​日​​か​​ら​​３​​０​​日​​以​​　​​　​​　​



​　　内に受託者との間で定める日までに支払うもの​​とする。​

​　（２） 実績評価終了までに足利市国民健康保険の資格を喪失した者は、喪失前に実施した支援に係った​

​分を支払うこととする。資格喪失者に誤って支援をした場合の差額の支払いは行わない。​

​　（３） 支払条件は別表２のとおりとする​

​　　​

​１４　令和９（2027）年４月以降の継続支援者の取扱いについて​

​　　　特定保健指導の支援期間が３か月以上に及ぶことから、令和８（2026）年度中に初回面接をした者に​

​　 対しては、令和９（2027）年度においても、引き続き継続支援を行うものとする。​

​　（例）令和９（2027）年２月初回面接→令和９（2027）年５月実績評価​

​１５　実施基準​

​　　　「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」に記載されている「特定保健指導の外​

​部委託に関する基準（4-1-2）」を遵守する。​

​１６　再委託の禁止​

​（１） 受託者は、本業務の全部を一括して、又は、本業務の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負​

​わせてはならない。​

​（２） 受託者は、本業務の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ市の承諾を得ること。また、再委​

​託先との契約に当たっては、受託者と同等の義務を負わせ、再委託した業務に伴う第三者の行為につ​

​いての責任は受託者が負うこと。​

​１７　個人情報保護の徹底​

​　　　個人情報の本旨を周知徹底し、関係諸法令、足利市個人情報保護法施行条例並びに次の個人情報​

​取り扱い事項を遵守すること。​

​　（１） 高齢者の医療の確保に関する法律第３０条に規定する秘密保持義務を遵守すること。​

​　(2) 受託者は、本業務の履行にあたり、細心の注意をもって個人情報の管理に当たる。​

​(3) 受託者は、この契約による業務を履行するための個人情報（個人に関する情報であって、特定の個​

​人が識別され、又は識別されえるものをいう。）がある場合は、その保護の重要性を認識し、個人情報の​

​保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び足利市個人情報保護法施行条例（令和５年３月24日​

​条例第２号）を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう、個人情報を適正に取り扱わなけ​

​ればならない。​

​(4) 受託者はこの契約による業務の実施のために市から引き渡された個人情報が記録された資料等を​

​本契約に基づく利用及びその業務の目的を達するために必要な範囲を超えて複写し、又は複製しては​

​ならない。​

​(5)　受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、本契約を処理するために、市から提供され、​

​また作成した個人情報が記録された資料等は速やかに市に返還し、又は引き渡すこととする。ただし、​

​市が別に指示したときは、当該方法によるものとする。​

​１８　データ及び記録の保管管理​

​　（１） 支給品、貸与品及び成果品の授受上の留意事項​

​　　 個人情報が記載されたものを取り扱う場合、授受の方法については事前に市と協議の上、セキュリ　　​

​　　ティ上の安全性の確保される方法をとることとする。なお、データについては市から直接受け渡すもの​

​とする。​

​　　データの受領・運搬・返却に関しては、記録を残し、情報の遺漏・紛失・盗難等がないように十分配慮を​

​　　すること。​



​　(2) 受託者が作成した本業務に関連するすべての情報の記録等については、委託期間契約終了後、受​

​託者の責任において完全に消去すること。​

​１９　事故等への対応_​

​　　  事故等の責任及び損害賠償等は受託者に帰属する。また、受託者は事故やトラブルが生じた時には、​

​適切な措置を講じるとともに、速やかに市へ報告しなければならない。​

​２０　その他​

​　(1)　業務の開始にあたり、市と受託者は業務の詳細を決定する打ち合わせを実施する。​

​　(2)　打合せ場所や日時、方法については、市及び受託者の両者が協議の上で決定する。​

​　（３）  必要に応じて、事業開始後も市と受託者は業務の詳細を決定する打ち合わせを実施する。​

​　(４)　受託者は市が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対応する。​

​　(５)　その他、この仕様書に定めのない事項については、市及び受託者が協議して決定する。​

​　（６）　特定保健指導を行う際に、商品の勧誘、販売等を行わないこと。また、特定保健指導を行う地位を利​

​　　用した不当な勧奨、販売（商品等を特定保健指導の対象者の誤解を招く方法で勧めること等）等を行わな​

​　　いこと。​

​　　　　​



​別表１​

​日程​ ​曜日​ ​時間​ ​区分​

​令和７（2025）年度実績に​

​よる令和8（2026）年度​

​予定者目安​

​7月14日​ ​火​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​7月21日​ ​火​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​7月29日​ ​水​ ​午前​ ​男性のみ​ ​５～１２人​

​8月12日​ ​水​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​8月19日​ ​水​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​9月1日​ ​火​ ​午前​ ​男性のみ​ ​５～１２人​

​9月7日​ ​月​ ​午後​ ​男女混合​ ​５～１2人​

​9月16日​ ​水​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​9月30日​ ​水​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​10月1日​ ​木​ ​午後​ ​男女混合​ ​５～１2人​

​10月2日​ ​金​ ​午後​ ​男女混合​ ​５～１2人​

​10月14日​ ​水​ ​午前​ ​男性のみ​ ​５～１２人​

​10月21日​ ​水​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​10月19日​ ​月​ ​午後​ ​男女混合​ ​５～１2人​

​10月28日​ ​水​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​11月20日​ ​金​ ​午後​ ​男女混合​ ​５～１2人​

​11月30日​ ​月​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​12月2日​ ​水​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​12月4日​ ​金​ ​午後​ ​男女混合​ ​５～１2人​

​12月16日​ ​水​ ​午前​ ​男性のみ​ ​５～１２人​

​12月23日​ ​水​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​12月25日​ ​金​ ​午後​ ​男女混合​ ​５～１2人​

​1月5日​ ​火​ ​午後​ ​男女混合​ ​５～１2人​

​1月13日​ ​水​ ​午前​ ​女性のみ​ ​０～５人​

​1月15日​ ​金​ ​午前​ ​男性のみ​ ​５～１2人​

​1月18日​ ​月​ ​午後​ ​男女混合​ ​５～１2人​

​1月27日​ ​水​ ​午前​ ​男性のみ​ ​５～１２人​

​※全２７回。対象者の状況で実施なしとなることもあり。​

​　午前：９時～１２時、午後：１３時３０分～１６時３０分を予定している。​



​　　別表２​

​区分​ ​支払条件​

​動機付け支援​ ​初回時の支援終了後に委託料単価の8/10を支払​

​残る2/10は実績評価終了後に支払​

​積極的支援​ ​・初回時の支援終了後に委託料単価の4/10を支​

​払​

​残る6/10（内訳としては3ヶ月以上の継続的な支​

​援が5/10、実績評価が1/10）は実績評価終了後​

​に支払​

​・3ヶ月以上の継続的な支援実施中に脱落等により​

​終了した場合は、委託料単価の5/10に実施済みポ​

​イント数の割合を乗じた金額を支払​

​　　​

​　　　※支払金額は、委託料単価に数量を乗じ、消費税及び地方消費税を加算し、１円未満は​

​　　　　切り捨てた額とする。​












